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⽝
中
臣
祓
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚

―
祓
の
解
釈
を
支
え
る
神
話

―

小
田
島

良

一
．
は
じ
め
に

無
住
（
一
二
二
六
～
一
三
一
二
）
に
よ
る
説
話
集
⽝
沙
石
集
⽞
巻
第
一
の
冒

頭
話⽛
太
神
宮
の
御
事
⽜に
は
、伊
勢
神
宮
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
説
話
が
載
っ

て
い
る
。

去
し
弘
長
季
中
に
、
太
神
宮
へ
詣
で
侍
り
し
に
、
あ
る
神
官
の
語
り
し
は
、

⽛
当
社
に
は
三
宝
の
御
名
を
言
は
ず
、
御
殿
近
く
は
僧
な
れ
ど
も
詣
で
ざ

る
事
は
、
昔
こ
の
国
い
ま
だ
な
か
り
け
る
時
、
大
海
の
底
に
大
日
の
印
文

あ
り
け
る
に
よ
り
て
、
太
神
宮
御
鉾
さ
し
く
だ
し
て
探
り
給
ひ
け
る
。
そ

の
鉾
の
滴
り
、
露
の
如
く
な
り
け
る
時
、
第
六
天
の
魔
王
遥
か
に
見
て
、

こ
の
滴
り
国
と
成
り
て
、
仏
法
流
布
し
、
人
、
生
死
を
出
づ
べ
き
相
あ
り

と
て
、
失
は
ん
た
め
に
下
り
け
る
を
、
太
神
宮
、
魔
王
に
あ
ひ
て
、
我
三

宝
の
名
を
も
言
は
じ
、
身
に
も
近
づ
け
じ
。
と
く
と
く
帰
り
上
り
給
へ
と

こ
し
ら
へ
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
返
り
に
け
り
。

そ
の
御
約
束
を
違
へ
じ
と
て
、
僧
な
む
ど
御
殿
近
く
参
ら
ず
、
社
壇
に

し
て
は
経
を
ば
あ
ら
は
に
は
持
た
ず
。
三
宝
の
名
を
も
正
し
く
言
は
ず
。

〔
中
略
〕
外
に
は
仏
法
を
う
と
き
事
に
し
、
内
に
は
三
宝
を
守
り
給
ふ
こ
と

に
て
御
座
す
。
故
に
我
が
国
の
仏
法
は
偏
に
太
神
宮
の
御
方
便
に
よ

れ
り⚑
。

こ
の
説
話
は
、
無
住
が
⽛
太
神
宮
⽜（
伊
勢
神
宮
）
に
参
詣
し
た
際
に
、
伊
勢

神
宮
の
⽛
神
官
⽜
よ
り
聞
い
た
話
と
さ
れ
て
い
る
。
無
住
が
参
詣
し
た
鎌
倉
時

代
に
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
本
地
を
大
日
如
来
と
す
る
説
が
流
布
し
て
お
り
、
僧

侶
が
伊
勢
神
宮
に
参
詣
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
無
か
っ
た⚒
。
そ
の
一
方

で
、
当
時
の
伊
勢
神
宮
に
は
仏
法
を
忌
避
す
る
伝
統
が
あ
り
、
僧
侶
が
社
殿
近

く
ま
で
参
詣
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
僧
侶
で
あ
る
無
住
に
対
し
て
、
伊

勢
神
宮
の
神
官
は
仏
法
忌
避
の
由
来
を
説
く
が
、
そ
れ
は
⽛
こ
の
国
い
ま
だ
な

か
り
け
る
時
⽜
と
い
う
⽛
こ
の
国
⽜（
日
本
）
が
出
来
る
以
前
ま
で
遡
る
と
す
る
。

そ
し
て
、⽛
太
神
宮
⽜（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
の
⽛
鉾
の
滴
り
⽜
か
ら
日
本
が
出
来
る

際
に
、
仏
法
を
障
碍
す
る
存
在
で
あ
る
⽛
第
六
天
の
魔
王
⽜
が
現
れ
た
と
述
べ
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る
。
魔
王
は
⽛
こ
の
滴
り
国
と
成
り
て
、
仏
法
流
布
し
、
人
、
生
死
を
出
づ
べ

き
相
あ
り
⽜
と
、
そ
の
滴
り
か
ら
出
来
る
国
（
日
本
）
に
は
仏
法
が
流
布
し
、

人
々
が
輪
廻
か
ら
解
脱
す
る
⽛
相
⽜
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
国
が
出
来
る
こ
と

を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
は
⽛
我
三
宝
の
名
を
も

言
は
じ
、
身
に
も
近
づ
け
じ
。
と
く
と
く
帰
り
上
り
給
へ
⽜
と
、
自
身
が
仏
法

を
忌
避
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、魔
王
に
立
ち
去
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
発
言
に
よ
っ
て
、
魔
王
は
そ
の
場
を
去
っ
て
い
っ
た
。
伊

勢
神
宮
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
魔
王
の
間
で
結
ば
れ
た
⽛
そ
の
御
約
束
⽜
を
破

ら
な
い
た
め
に
、
今
で
も
⽛
僧
な
む
ど
御
殿
近
く
参
ら
ず
、
社
壇
に
し
て
は
経

を
ば
あ
ら
は
に
は
持
た
ず
。⽜
と
仏
法
を
忌
避
し
て
い
る
。

こ
の
説
話
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
魔
王
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な

の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
魔
王
は
仏
法
を
障
碍
す
る
存
在
と
し
て
様
々
な

仏
典
に
登
場
す
る
が
、
特
に
釈
迦
の
成
道
（
悟
り
を
開
く
こ
と
）
を
障
碍
す
る

た
め
に
天
か
ら
下
り
て
来
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
釈
迦
が
一
生
に
行
っ
た

大
事
を
八
相
と
称
す
る
が
、
そ
の
五
番
目
で
あ
る
降
魔
は
、
魔
王
と
そ
の
配
下

を
降ご
う

伏ぶ
く

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
内
容
を
、
仏
伝
と
し
て
広
く
流
布
し
た

⽝
過
去
現
在
因
果
経
⽞
に
よ
っ
て
確
認
し
た
い
。

爾
の
時
、
菩
薩
、
樹
下
に
在
り
て
、
誓
言
を
発
す
る
時
、
天
龍
八
部
、

皆
悉
く
歓
喜
し
て
、
虚
空
中
に
於
て
、
踊
躍
讃
嘆
す
。
時
に
、
第
六
天
の

魔
王
の
宮
殿
、
自
然
に
動
揺
す
。
是
に
於
て
、
魔
王
、
心
大
に
懊
悩
し
、

精
神
操
擾
し
て
、
声
味
御
せ
ず
。
自
ら
念
言
す
、⽝
沙
門
瞿
曇
、
今
、
樹
下

に
在
り
、
五
欲
を
捨
て
ゝ
、
端
座
思
惟
す
。
久
し
か
ら
ず
し
て
当
に
正
覚

の
道
を
成
ず
べ
し
。
其
の
道
、
若
、
成
ぜ
ば
、
広
く
一
切
を
度
し
、
我
が

境
を
超
越
せ
ん
。
道
の
未
だ
成
ぜ
ざ
る
に
及
ん
で
、
往
い
て
之
を
壊
乱

せ
ん⚓
⽞。

⽛
菩
薩
⽜（
釈
迦
）
が
菩
提
樹
の
下
で
、
悟
り
を
開
く
ま
で
そ
の
場
を
動
か
な

い
と
い
う
⽛
誓
言
⽜
を
行
う
と
、⽛
第
六
天
⽜
に
あ
る
⽛
魔
王
の
宮
殿
⽜
が
揺
れ

動
き
、⽛
魔
王
⽜
は
⽛
懊
悩
⽜
し
た
。⽛
第
六
天
⽜
と
は
、
欲
望
に
囚
わ
れ
た
衆

生
の
世
界
で
あ
る
欲
界
の
頂
上
に
あ
る
天
で
あ
り
、
他
化
自
在
天
と
も
称
さ
れ

る
。
な
お
、
第
六
天
の
主
は
仏
法
を
守
護
す
る
神
で
あ
る
大
自
在
天
（
別
名
、

伊
舎
那
天
・
摩
醯
首
羅
）
だ
が
、⽝
過
去
現
在
因
果
経
⽞
で
は
、
魔
王
が
⽛
摩
醯

首
羅
を
射
し
に
、
即
便
ち
恐
懼
し
て
、
其
の
善
心
を
退
け
り
⽜
と
、
大
自
在
天

を
退
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
⽛
第
六
天
⽜
に
住
む
魔
王
は
、⽛
其
の
道
、
若
、

成
ぜ
ば
、
広
く
一
切
を
度
し
、
我
が
境
を
超
越
せ
ん
。⽜
と
、
も
し
も
釈
迦
が
悟

り
を
開
い
て
衆
生
を
導
け
ば
、
欲
界
か
ら
衆
生
が
解
脱
し
、
そ
の
頂
上
に
い
る

魔
王
の
勢
力
が
損
な
わ
れ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
釈
迦
が
悟
り
を
完
成
さ
せ

る
前
に
⽛
往
い
て
之
を
壊
乱
せ
ん
⽜
と
し
た
。
引
用
部
分
の
後
に
は
、
魔
王
は

様
々
な
方
法
で
釈
迦
の
成
道
を
妨
げ
よ
う
と
し
、
最
後
に
は
大
軍
を
集
め
て
釈

迦
を
包
囲
し
た
と
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
釈
迦
を
菩
提
樹
下
か
ら

動
か
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

是
の
時
、
魔
王
、〔
引
用
者
注
：
魔
王
に
釈
迦
へ
帰
依
す
る
よ
う
促
す
〕

空
中
の
声
を
聴
き
、
又
、
菩
薩
の
恬
然
と
し
て
異
ら
ざ
る
を
見
、
魔
、
心

に
慚
愧
し
、
憍
慢
を
捨
離
し
、
即
便
ち
道
を
復
し
て
、
天
宮
に
還
帰
る
。

つ
い
に
魔
王
は
釈
迦
の
成
道
を
障
碍
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
悟
り
、

住
居
で
あ
る
⽛
天
宮
⽜
へ
と
帰
っ
て
い
っ
た
。
以
上
が
釈
迦
の
八
相
の
一
つ
、

降
魔
で
あ
る
。⽝
沙
石
集
⽞⽛
太
神
宮
の
御
事
⽜
も
こ
う
し
た
魔
王
に
対
す
る
理

解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
日
本
が
仏
法
流
布
の
勝
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
魔
王

は
日
本
の
誕
生
を
障
碍
す
る
た
め
に
天
か
ら
降
り
て
来
た
の
で
あ
る
。



― 3―

⽝
沙
石
集
⽞⽛
太
神
宮
の
御
事
⽜に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、日
本
の
誕
生
に
当
た
っ

て
ア
マ
テ
ラ
ス
と
魔
王
が
や
り
取
り
を
し
た
と
す
る
説
話
は
、
中
世
に
広
く
知

ら
れ
て
お
り
、
第
六
天
魔
王
譚
と
称
さ
れ
る
。
同
説
話
は
前
田
家
本
⽝
水
鏡
⽞、

屋
代
本
⽝
平
家
物
語
⽞⽛
剣
巻
⽜
等
の
文
学
作
品
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他

に
も
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
伝
貞
慶
⽝
神
祇
講
式
⽞
や
南
北
朝
期
の
⽝
神
道
集
⽞

等
の
神
祇
信
仰
と
結
び
つ
い
た
テ
キ
ス
ト
、
鎌
倉
末
期
の
⽝
古
今
和
歌
集
潅
頂

口
伝
⽞
等
の
⽝
古
今
和
歌
集
⽞
の
注
釈
書
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る⚔
。
そ
し
て
、

同
説
話
を
載
せ
る
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
最
古
の
テ
キ
ス
ト
が⽝
中
臣
祓
訓
解
⽞

（
以
下
⽝
訓
解
⽞）
で
あ
る
。

第
六
天
魔
王
譚
は
⽝
古
事
記
⽞⽝
日
本
書
紀
⽞
と
い
っ
た
古
代
の
神
話
に
は
見

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、神
仏
習
合
に
根
ざ
し
た
中
世
独
自
の
神
話
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
中
世
独
自
の
神
話
は
、
第
六
天
魔
王
譚
以
外
に
も
様
々
な
も
の
が
存

在
す
る
。
そ
れ
ら
の
神
話
が
、
し
ば
し
ば
⽝
日
本
書
紀
⽞
を
意
味
す
る
⽛
日
本

紀
⽜
の
名
の
も
と
に
語
ら
れ
、⽛
日
本
紀
⽜
の
権
威
の
も
と
に
広
ま
っ
て
い
た
こ

と
が
伊
藤
正
義
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た⚕
。
伊
藤
正
義
氏
は
こ
う
し
た
言
説
を

中
世
日
本
紀
と
名
付
け
、
中
世
の
文
学
・
芸
能
の
世
界
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
も
す
れ
ば
荒
唐
無
稽
と
も
思
わ
れ
る
中
世
日
本

紀
だ
が
、
そ
の
影
響
は
同
時
代
の
様
々
な
テ
キ
ス
ト
に
表
れ
て
お
り
、
中
世
の

文
学
・
芸
能
に
お
け
る
重
要
な
一
角
を
占
め
て
い
る
。
第
六
天
魔
王
譚
は
、
こ

う
し
た
中
世
日
本
紀
の
代
表
と
し
て
研
究
が
行
わ
れ
て
来
た⚖
。

し
か
し
、
第
六
天
魔
王
譚
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
同
説
話
群
を
全
体
と

し
て
論
じ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
特
殊
性
は
捨

象
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
に
対
し
て
先
行
研

究
で
は
主
と
し
て
そ
の
古
さ
に
の
み
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
第
六
天
魔
王
譚

を
収
め
る
⽝
訓
解
⽞
そ
の
も
の
の
内
容
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
無
か
っ
た

の
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
な
ぜ
第
六
天
魔
王
譚
が
⽝
訓
解
⽞
に
登
場
す
る

の
か
、
同
説
話
が
⽝
訓
解
⽞
の
文
脈
中
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
、
と

い
っ
た
点
が
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
論
で
は
、⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚

を
そ
の
文
脈
を
押
さ
え
て
理
解
し
、⽝
訓
解
⽞
の
同
説
話
に
対
し
て
新
し
い
解
釈

を
提
示
す
る
。

二
．⽝
訓
解
⽞
の
基
本
情
報

ま
ず
始
め
に
⽝
訓
解
⽞
の
基
本
的
な
情
報
を
確
認
す
る
。
成
立
に
つ
い
て
は

未
解
明
な
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
以
前
に

成
立
し
、
伊
勢
神
宮
（
外
宮
）
の
御
厨
で
あ
っ
た
仙
宮
院
の
周
辺
で
撰
述
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る⚗
。
そ
の
内
容
は
⽝
中
臣
祓
訓
解
⽞
と
い
う
名
前
の
通
り
、

中
臣
祓
と
呼
ば
れ
る
祝
詞
の
注
釈
書
で
あ
る
。

中
臣
祓
と
は
六
月
晦
大
祓
の
祝
詞
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
内
容
を
持
つ
祝
詞
で

あ
る⚘
。
六
月
晦
大
祓
の
祝
詞
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
こ
の
祝
詞
は
延
長

五
年
（
九
二
七
）
に
完
成
し
た
⽝
延
喜
式
⽞
巻
八
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
朝
廷

の
儀
式
で
あ
る
大
祓
で
用
い
ら
れ
、
大
祓
詞
と
称
さ
れ
る
。
大
祓
と
は
国
中
の

人
々
の
罪
を
祓
い
清
め
る
律
令
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
儀
式
で
あ
り
、⽝
日
本

書
紀
⽞
に
よ
る
と
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）
八
月
辛
亥
の
条
に
見
え
る
の
が

最
初
で
あ
る
。
中
臣
祓
と
六
月
晦
大
祓
の
祝
詞
を
比
較
す
る
と
、
六
月
晦
大
祓

の
祝
詞
の
末
尾
が
⽛
諸
々
聞
食
止
宣⚙
⽜
と
す
る
の
に
対
し
て
、
中
臣
祓
は
⽛
八
百

万
乃
御
神
達
ハ
佐
乎
志
加
乃
御
耳
ヲ
振
立
テ
聞
食
セ
ト
申10
⽜
と
す
る
。
六
月
晦
大
祓

の
祝
詞
で
は
、
集
ま
っ
た
人
々
に
対
し
て
祝
詞
を
聞
か
せ
る
形
式
に
な
っ
て
い
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る
が
、
中
臣
祓
は
神
々
に
祝
詞
を
聞
き
入
れ
て
も
ら
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
違
い
は
あ
り
つ
つ
も
、
大
祓
詞
も
中
臣
祓
も
、
そ
の
主
題
は
神
々
の

力
に
よ
っ
て
人
々
の
罪
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

中
臣
祓
は
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
成
立
の
⽝
朝
野
群
載
⽞
に
載
っ
て
お
り
、

平
安
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
中
臣
祓
は
神
道
だ
け
で
は
な
く
、

陰
陽
道
や
密
教
の
儀
式
の
中
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
中
臣
祓

が
陰
陽
道
の
中
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
、
最
も
早
い
例
と
考
え
ら
れ
る
の

が
⽝
紫
式
部
日
記
⽞
の
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
十
日
の
記
事
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
中
宮
の
安
産
の
た
め
に
⽛
陰
陽
師
と
て
、
世
に
あ
る
か
ぎ
り
召
し
集

め
て
、
八
百
万
の
神
も
耳
ふ
り
た
て
ぬ
は
あ
ら
じ
と
見
え
き
こ
ゆ11
⽜
と
記
さ
れ

て
い
る
。
先
行
研
究
で
⽝
紫
式
部
日
記
⽞
の
こ
の
部
分
が
、
先
に
引
用
し
た
中

臣
祓
の
末
尾
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
陰
陽
師
が
中
臣
祓
を
用
い
て
い

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る12
。
ま
た
、
平
安
後
期
に
な
る
と
中
臣
祓
を
用
い
る
密
教

の
修
法
で
あ
る
六
字
河
臨
法
が
成
立
す
る13
。
六
字
河
臨
法
に
つ
い
て
は
、
承
澄

（
一
二
〇
五
～
一
二
八
二
）
の
編
纂
に
よ
る
台
密
の
図
像
集
⽝
阿あ

娑さ

縛ば

抄し
ょ
う

⽞
巻

第
八
六
⽛
六
字
河
臨
法
⽜
に
詳
し
い
情
報
が
載
っ
て
い
る
が
、
康
平
七
年
（
一

〇
六
四
）
に
行
わ
れ
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る14
。
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代

か
ら
中
臣
祓
は
陰
陽
道
や
密
教
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
中
臣
祓
は
当
時

の
信
仰
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
臣
祓
の
受
容
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
の
が
⽝
訓
解
⽞
で
あ
る
。

そ
の
冒
頭
に
は
⽛
聊
か
覚
王
の
密
教
に
託
て
、
心
地
の
要
路
を
略
し
て
示
す

而
已15
⽜
と
あ
る
。⽛
覚
王
⽜
と
は
仏
の
尊
称
で
あ
り
、⽛
覚
王
の
密
教
⽜
と
は
密

教
の
こ
と
で
あ
る
。⽝
訓
解
⽞は
密
教
に
も
と
づ
い
て⽛
心
地
の
要
路
⽜つ
ま
り
、

衆
生
の
心
が
悟
り
へ
至
る
道
を
⽛
略
し
て
示
す
⽜
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
本
文

の
末
尾
は
⽛
時
に
弘
仁
十
三
年
仲
夏
廿
五
日
、
沙
門
遍
照
金
剛
⽜
と
結
ば
れ
て

い
る
。⽛
沙
門
遍
照
金
剛
⽜
は
真
言
宗
の
開
祖
・
空
海
で
あ
り
、⽝
訓
解
⽞
は
空

海
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。⽝
訓
解
⽞
は
空
海
に
仮
託
し
、
密
教
の
立

場
か
ら
中
臣
祓
を
注
釈
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
な
お
、
久
保
田
収
氏16
に

よ
っ
て
⽝
訓
解
⽞
が
そ
の
後
の
中
世
神
道
書
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
た
。
久
保
田
氏
は
、
伊
勢
神
道
の
基
礎
と
な
っ
た
神
道
五
部
書
や
、

両
部
神
道
の
聖
典
で
あ
る
⽝
麗
気
記
⽞
を
始
め
、
中
世
の
多
く
の
神
道
書
が
⽝
訓

解
⽞
と
共
通
す
る
表
現
を
含
ん
で
い
る
と
指
摘
し
た
。⽝
訓
解
⽞
は
そ
の
後
展
開

さ
れ
て
い
く
中
世
神
道
を
準
備
し
た
テ
キ
ス
ト
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
．⽝
訓
解
⽞
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス

⽝
訓
解
⽞
は
本
文
と
も
言
う
べ
き
中
臣
祓
の
注
釈
の
前
に
、
中
臣
祓
の
功
徳
や

そ
こ
で
用
い
る
道
具
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
。
そ
の
説
明
の
中
に
、
第
六
天
魔

王
譚
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
。

所
為
は17
、
嘗
、
天
地
開
闢
し
初
、
神
宝
日
出
で
ま
す
時
、
法
界
法
身
心
王

大
日
、
無
縁
悪
業
の
衆
生
を
度
せ
ん
為
に
、
普
門
方
便
の
智
恵
を
以
て
、

蓮
華
三
昧
の
道
場
に
入
り
、
大
清
浄
願
を
発
し
、
愛
愍
の
慈
悲
を
垂
れ
、

権
化
の
姿
を
現
し
、
跡
を
閻
浮
提
に
垂
れ
、
府
璽
を
魔
王
に
請
ひ
て
、
降

伏
の
神
力
を
施
し
て
、
神
光
神
使
八
荒
に
駅
し
、
慈
悲
慈
檄
十
方
に
領
す
。

以
降
、
忝
く
も
大
神
、
外
に
は
仏
教
に
異
な
る
儀
式
を
顕
し
、
内
に
は
仏

法
を
護
る
神
兵
と
為
る
。
内
外
詞
異
な
る
と
雖
ど
も
、化
度
の
方
便
同
じ
。

以
上
が
⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
で
あ
る
。
本
論
は
こ
の
部
分
の
解
釈
を

問
題
と
す
る
。
ま
ず
、
傍
線
部
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
確
認
し
た
い
。⽛
天
地
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開
闢
⽜
の
際
に
、⽛
大
日
⽜
つ
ま
り
大
日
如
来
が
⽛
権
化
の
姿
⽜
と
な
っ
て
、
人

間
の
住
ん
で
い
る
⽛
閻
浮
提
⽜
へ
と
垂
迹
す
る
。
こ
の
⽛
権
化
の
姿
⽜
は
後
に

⽛
大
神
⽜
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
⽛
大
神
⽜
は
、⽝
訓
解
⽞
が
伊
勢
神
宮
の
周
辺

で
成
立
し
た
こ
と
と
、⽝
訓
解
⽞
の
他
の
部
分
に
⽛
伊
勢
大
神
⽜
と
い
う
表
現
が

見
え
る
こ
と
か
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、⽛
閻
浮
提
⽜
は
仏
教

的
世
界
像
に
お
い
て
人
間
の
住
む
世
界
を
意
味
す
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
垂
迹

す
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
特
に
日
本
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

ア
マ
テ
ラ
ス
は
⽛
魔
王
⽜
に
⽛
府
璽
⽜
を
求
め
る
。⽛
府
璽
⽜
は
御
璽
を
意
味
し
、

統
治
者
を
し
め
す
印
で
あ
る
。
つ
ま
り
、⽛
閻
浮
提
⽜
の
統
治
者
で
あ
っ
た
⽛
魔

王
⽜
よ
り
⽛
府
璽
⽜
が
受
け
渡
さ
れ
る
こ
と
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
新
し
く
⽛
閻

浮
提
⽜
の
統
治
者
と
し
て
の
資
格
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
大

筋
は
、
第
一
節
で
引
用
し
た
⽝
沙
石
集
⽞
の
同
説
話
と
一
致
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

た
だ
し
、⽝
訓
解
⽞
の
当
該
部
分
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
ア

マ
テ
ラ
ス
と
魔
王
の
や
り
取
り
で
は
な
く
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
垂
迹
の
由
緒
を
語

る
こ
と
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
破
線
部
を
確
認
し
て
い
く
と
、
そ
こ
で
は

ま
ず
⽛
心
王
大
日
⽜（
大
日
如
来
）
が
、⽛
無
縁
悪
業
の
衆
生
を
度
せ
ん
為
⽜
に

⽛
愛
愍
の
慈
悲
⽜
に
よ
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
と
し
て
垂
迹
し
た
と
語
ら
れ
る
。
そ

し
て
⽛
神
光
神
使
八
荒
に
駅
し
、
慈
悲
慈
檄
十
方
に
領
す
⽜
と
、
そ
の
威
光
と

使
者
が
国
中
に
広
が
り
、⽛
慈
悲
⽜
と
慈
悲
に
も
と
づ
く
檄
文
⽛
慈
檄
⽜
も
国
中

に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
日
本
思
想
大
系
⽝
中
世
神
道
論18
⽞
の

頭
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
空
海
⽝
三
教
指
帰
⽞
巻
下
⽛
生
死
海
の
賦
⽜

に
⽛
神
光
神
使
、
駅
於
八
荒
。
慈
悲
慈
檄
、
頒
於
十
方19
⽜
と
あ
る
の
に
由
来
す

る
。⽛
生
死
海
の
賦
⽜
は
生
死
流
転
の
苦
し
み
の
中
に
あ
る
衆
生
を
、
仏
が
説
法

に
よ
っ
て
救
済
す
る
こ
と
を
説
く
。
当
該
部
分
は
、
説
法
を
す
る
た
め
に
現
れ

た
仏
の
⽛
神
光
神
使
⽜⽛
慈
悲
慈
檄
⽜
が
国
の
隅
々
に
広
が
る
こ
と
を
示
す
部
分

で
あ
る
。⽝
三
教
指
帰
⽞
の
仏
が
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
説
法
を
す
る
場
面

の
表
現
を
、⽝
訓
解
⽞
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
垂
迹
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、⽝
訓
解
⽞
の
当
該
部
分
で
は
、
大
枠
と
し
て
大
日

如
来
が
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
し
て
垂
迹
し
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
マ
テ
ラ
ス
の
垂
迹
を
述
べ
る
文
脈
中
に
、

⽛
府
璽
を
魔
王
に
請
ひ
て
、
降
伏
の
神
力
を
施
し
て
⽜
と
い
う
第
六
天
魔
王
譚
の

要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
こ
で
、⽝
訓
解
⽞
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
も
と
の
中
臣
祓
で
は
、⽛
天
津
神
⽜⽛
国
津
神
⽜
が
祝
詞
を
⽛
所
聞
食
⽜
し

て
、
人
々
の
罪
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
姿
を
現
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面

に
対
し
て
、⽝
訓
解
⽞
は
次
の
よ
う
な
注
釈
を
付
し
て
い
た
。

請
へ
る
こ
と
有
れ
ば
必
ず
致
す
。
祈
る
こ
と
有
れ
ば
必
ず
応
ず
。
故
に
大

日
四
種
法
身
の
諸
尊
、
光
明
心
殿
を
排
開
き
、
妙
観
察
智
の
月
、
内
外
十

方
の
性
を
照
ら
す
。〔
中
略
〕
天
照
大
神
は
、
大
日
遍
照
尊
、
諸
神
の
最
貴

の
者
な
り
。
尊
き
こ
と
二
つ
無
し
。
諸
々
皆
眷
属
に
仕
る
者
な
り
。

中
臣
祓
で
は
⽛
天
津
神
⽜⽛
国
津
神
⽜
が
祝
詞
に
呼
応
す
る
が
、⽝
訓
解
⽞
で

は
⽛
大
日
四
種
法
身
の
諸
尊
⽜
が
祝
詞
に
呼
応
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。⽛
大
日
四

種
法
身
⽜
は
密
教
の
用
語
で
あ
り
、
密
教
で
は
大
日
如
来
が
様
々
な
姿
を
と
る

と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
姿
を
四
種
類
に
分
類
し
、
四
種
法
身
と
称
す
る
。

⽝
訓
解
⽞
で
は
⽛
天
津
神
⽜⽛
国
津
神
⽜
と
い
っ
た
神
々
が
、
そ
う
し
た
大
日
如

来
の
姿
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
ら
⽛
諸
神
⽜

の
中
心
と
な
る
の
が
⽛
天
照
大
神
⽜
な
の
で
あ
り
、⽛
諸
神
⽜
を
⽛
眷
属
⽜
と
し
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て
従
え
る
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。⽝
訓
解
⽞
は
中
臣
祓
を
、
大
日
如
来
の

垂
迹
で
あ
る
神
々
に
働
き
か
け
る
も
の
と
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
中
心
と
な
る

神
が
ア
マ
テ
ラ
ス
だ
っ
た
の
で
あ
る
。⽝
訓
解
⽞
に
お
い
て
ア
マ
テ
ラ
ス
は
祝

詞
に
呼
応
す
る
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
垂
迹
の
次
第
に
つ
い
て
語
る
の
が

⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
で
あ
っ
た
。

四
．
第
六
天
魔
王
譚
の
文
脈

前
節
で
⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
の
中
心
で
あ
る
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
垂
迹

の
次
第
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
次
に
同
説
話
が
⽝
訓
解
⽞
の
ど
の
よ
う
な
文
脈

中
で
語
ら
れ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
同
説
話
の
冒
頭
部
分
に
注
目
し
た
い
。

所
為
は
、
嘗
、
天
地
開
闢
し
初

同
説
話
の
冒
頭
に
⽛
所
為
は
⽜
と
あ
っ
た
。
こ
れ
は
第
六
天
魔
王
譚
の
前
に

書
か
れ
て
い
る
内
容
を
、
同
説
話
が
⽛
所
為
⽜
と
し
て
根
拠
付
け
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
、⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
の
前
に
は
何
が
書
か
れ

て
い
た
の
か
、
次
に
引
用
す
る
。

蓋
し
聞
く
、
中
臣
祓
は
、
天
津
祝
太
祝
詞
、
伊
弉
那
諾
尊
の
宣
命
な
り
。

天
児
屋
根
命
の
諄
辞20
な
り
。
是
則
ち
己
心
清
浄
の
儀
益
、
大
自
在
天
の
梵

言
、
三
世
諸
仏
の
方
便
、
一
切
衆
生
の
福
田
、
心
源
広
大
の
智
恵
、
本
来

清
浄
の
大
教
、
无
怖
畏
の
陀
羅
尼
、
罪
障
懺
悔
の
神
呪
な
り
。
寔
に
最
勝

最
大
の
利
益
、
無
量
無
辺
の
済
度
、
世
間
出
世
の
教
道
、
抜
苦
与
楽
の
隠

述
な
り
。
天
地
と
与
に
以
て
長
く
存
し
、日
月
と
将
に
久
く
楽
し
か
ら
ん
。

こ
こ
で
は
、
中
臣
祓
の
持
つ
功
徳
が
言
葉
を
尽
く
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま

ず
中
臣
祓
が
⽛
天
津
祝
太
祝
詞
⽜
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
中
臣
祓
の
文
中

に
登
場
す
る
祝
詞
の
呼
称
で
あ
る21
。
ま
た
、⽛
伊
弉
那
諾
尊
の
宣
命
な
り
。
天

児
屋
根
命
の
諄
辞
な
り
⽜
と
、
中
臣
祓
が
天
上
の
神
々
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

続
い
て
中
臣
祓
が
⽛
己
心
清
浄
の
儀
益
⽜（
衆
生
の
心
を
清
浄
に
す
る
儀
式
）、

⽛
三
世
諸
仏
の
方
便
⽜（
過
去
・
現
在
・
未
来
の
仏
に
よ
る
衆
生
を
導
く
手
段
）、

⽛
本
来
清
浄
の
大
教
⽜（
衆
生
の
本
性
が
清
浄
で
あ
る
と
い
う
教
え
）
で
あ
る
と

語
ら
れ
る
。⽛
己
心
清
浄
⽜⽛
本
来
清
浄
⽜
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
の

は
、
衆
生
の
心
の
本
性
は
清
浄
で
あ
り
、
悟
り
と
は
清
浄
な
本
性
へ
帰
る
こ
と

と
す
る
発
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、凡
夫
の
心
に
も
如
来
と
な
る
可
能
性（
仏
性
・

如
来
蔵
）
が
、
清
浄
な
本
性
（
自
性
清
浄
心
）
と
し
て
具
わ
っ
て
い
る
と
す
る

如
来
蔵
思
想
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
中
臣
祓
の
功
徳
に
つ
い
て
⽝
訓
解
⽞
は
そ
の

他
に
も
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
⽛
最
勝
最
大
の
利
益
、
無
量
無
辺
の
済
度
⽜

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
臣
祓
に
一
切
の
衆
生
を
悟
り
へ
導
く
働
き
と
い
う
、
仏

教
的
な
功
徳
が
あ
る
と
言
う
点
に
集
約
さ
れ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
中
臣
祓
は
神
々
よ
り
伝
え
ら
れ
た
由
緒
あ
る
祝
詞
で

あ
り
、
そ
の
功
徳
は
衆
生
を
悟
り
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
神
道

の
祝
詞
に
衆
生
を
悟
り
に
導
く
と
い
う
仏
教
的
な
功
徳
が
あ
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
⽛
所
為
⽜
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が
⽝
訓
解
⽞

の
第
六
天
魔
王
譚
で
あ
っ
た
。

⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
に
よ
っ
て
大
日
如
来
が
ア
マ
テ
ラ
ス
と
し
て
垂

迹
し
た
次
第
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
神
道
の
儀
礼
で
あ
る
中
臣
祓
に
仏
教

的
な
功
徳
が
あ
る
こ
と
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天

魔
王
譚
は
、
神
々
の
代
表
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
衆
生
を
救
う
た
め
の
⽛
大

日
⽜
の
垂
迹
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
々
か
ら
伝
え
ら
れ
た
祝
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詞
で
あ
る
中
臣
祓
が
衆
生
を
悟
り
へ
導
く
こ
と
の
⽛
所
為
⽜
を
語
る
も
の
だ
っ

た
と
言
え
る
。

そ
の
こ
と
は
、⽝
訓
解
⽞
の
同
説
話
で
大
日
如
来
が
⽛
心
王
大
日
⽜
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
⽝
訓
解
⽞
は
中
臣
祓
の
功
徳
を

如
来
蔵
思
想
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
た
。
こ
の
思
想
は
大
乗
仏
教
の
中
で
広
く

共
有
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
密
教
で
は
自
性
清
浄
心
と
大
日
如
来
を
同
一
視
す

る
。
例
え
ば
、⽝
大
日
経
疏
⽞
で
は
⽛
心
王
毘
盧
遮
那22
⽜
と
、⽛
心
王
⽜（
心
の
本

体
）
が
⽛
毘
盧
遮
那
⽜（
大
日
如
来
）
で
あ
る
と
し
、
こ
の
⽛
心
王
⽜
は
⽛
心
王

猶
如
池
水
性
本
清
浄23
⽜
と
自
性
清
浄
心
と
さ
れ
て
い
る
。⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔

王
譚
の
⽛
心
王
大
日
⽜
も
こ
う
し
た
文
脈
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、⽛
心
王
大

日
⽜
と
は
自
性
清
浄
心
と
し
て
の
大
日
如
来
を
意
味
す
る
。⽝
訓
解
⽞
の
同
説
話

に
お
い
て
単
に
⽛
大
日
⽜
で
は
な
く
、⽛
心
王
大
日
⽜
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
中
臣
祓
が
如
来
蔵
思
想
の
枠
組
み
で
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
と
対
応
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
⽝
訓
解
⽞
の
同
説
話
は
中
臣
祓
が
仏
教
的
な
功
徳
を
持
つ
こ

と
を
、
神
話
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
以
下

の
中
臣
祓
の
解
釈
を
意
味
づ
け
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

五
．
第
六
天
魔
王
譚
の
語
る
も
の

で
は
、
前
節
に
述
べ
た
第
六
天
魔
王
譚
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
て
あ
ら
た
め

て
見
た
場
合
、⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
は
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
話
と
し

て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、⽛
府
璽
を

魔
王
に
請
ひ
て
、
降
伏
の
神
力
を
施
し
て
⽜
の
部
分
、
お
よ
び
末
尾
の
⽛
以
降
、

忝
く
も
大
神
、
外
に
は
仏
教
に
異
な
る
儀
式
を
顕
し
、
内
に
は
仏
法
を
護
る
神

兵
と
為
る
。
内
外
詞
異
な
る
と
雖
ど
も
、
化
度
の
方
便
同
じ
⽜
の
理
解
が
重
要

に
な
る
。

ま
ず
後
者
に
関
し
て
は
、
佐
藤
眞
人
氏24
に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
に

関
わ
る
も
の
と
主
張
さ
れ
た
。
そ
れ
は
第
一
節
で
引
用
し
た
⽝
沙
石
集
⽞
を
始

め
、
多
く
の
第
六
天
魔
王
譚
が
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
を
説
く
文
脈
で
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。⽝
沙
石
集
⽞
以
外
の
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避

を
説
く
第
六
天
魔
王
譚
と
し
て
、
通
海
（
一
二
三
四
～
一
三
〇
五
）
の
記
し
た

⽝
太
神
宮
参
詣
記
⽞（
以
下
⽝
参
詣
記
⽞）
を
次
に
引
用
す
る
。

一
、
俗
ノ
云
ク
。
仏
法
ヲ
忌
事
ハ
昔
シ
伊
弉
諾
伊
弉
冉
尊
ノ
此
国
ヲ
建
立

セ
ン
ト
思
給
テ
、
第
六
天
ノ
魔
王
ニ
乞
請
給
シ
ニ
テ
、
王
ノ
申
テ
云
ク
、

南
閻
浮
提
ノ
内
、
此
所
ニ
仏
法
流
布
ス
ヘ
キ
地
也
。
我
仏
法
ヲ
可
忌
也
ト

テ
、
コ
イ
請
ケ
玉
シ
ニ
ヨ
リ
テ
、
仏
法
ヲ
忌
也
ト
申
伝
ヘ
タ
リ25
。

⽝
参
詣
記
⽞
は
、⽝
太
神
宮
参
詣
記
⽞
と
い
う
名
前
の
通
り
⽛
太
神
宮
⽜
つ
ま

り
伊
勢
神
宮
を
舞
台
と
す
る
。
そ
こ
に
参
詣
し
た⽛
僧
⽜と
、神
官
で
あ
る⽛
俗
⽜

の
問
答
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
⽝
沙
石
集
⽞
と
同
様
に
、
伊
勢

神
宮
の
仏
法
忌
避
が
問
題
と
な
り
、⽛
僧
⽜
は
⽛
俗
⽜
に
そ
の
由
来
を
尋
ね
る
。

引
用
箇
所
は
⽛
俗
⽜
の
返
答
で
あ
る
。⽛
仏
法
ヲ
忌
事
⽜
つ
ま
り
伊
勢
神
宮
の
仏

法
忌
避
が
、第
六
天
魔
王
譚
に
由
来
す
る
と
説
明
さ
れ
る
。
た
だ
し
、⽝
沙
石
集
⽞

や
⽝
訓
解
⽞
と
異
な
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
で
は
な
く
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
魔

王
と
や
り
取
り
を
す
る
。
伊
藤
聡
氏26
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ

ナ
ミ
が
国
造
り
を
行
う
と
い
う
記
紀
神
話
の
内
容
に
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
し
た
違
い
は
あ
り
つ
つ
も
、
展
開
は
先
に
引
用
し
た
⽝
沙
石
集
⽞

の
も
の
と
変
わ
ら
な
い
。⽛
此
国
⽜
つ
ま
り
日
本
を
⽛
建
立
⽜
し
よ
う
と
す
る
イ
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ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
、⽛
我
仏
法
ヲ
可
忌
也
⽜
と
仏
法
忌
避
を
宣
言
し
、
魔
王

か
ら
こ
の
国
を
⽛
請
ケ
玉
⽜
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
伊
勢
神
宮
で
は
⽛
仏
法
ヲ

忌
⽜
む
と
説
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
⽝
沙
石
集
⽞
や
⽝
参
詣
記
⽞
の
、
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
の
由

来
譚
と
し
て
の
第
六
天
魔
王
譚
と
同
列
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、⽝
訓
解
⽞
の

同
説
話
も
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
に
関
わ
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
あ
ら
た
め
て
⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
を
そ
れ
自
体
と
し
て
読
め
ば
、

伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
⽝
訓
解
⽞
に
は
⽛
垂
迹
の
誡
む
る
所
は
、
諸
仏
の
顕
戒
に
通
ず
⽜

等
、
神
で
あ
る
⽛
垂
迹
⽜
と
⽛
諸
仏
⽜
の
教
え
の
一
致
が
積
極
的
に
説
か
れ
て

い
る
。⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
は
、
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
に
結
び
つ
け
る

他
の
説
話
と
は
、
あ
く
ま
で
も
峻
別
し
て
読
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
⽛
府
璽
を
魔
王
に
請
ひ
て
⽜
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
第
三
節
で
確
認

し
た
よ
う
に
、⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
は
⽛
大
日
⽜
の
垂
迹
の
由
来
を
語
る

こ
と
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、⽛
府
璽
を
魔
王
に
請
ひ
て
⽜
と

あ
る
の
が
、
他
の
第
六
天
魔
王
譚
と
共
通
す
る
要
素
に
な
る
。
第
三
節
で
す
で

に
見
た
よ
う
に
、
人
間
界
を
含
む
欲
界
の
最
上
位
に
位
置
す
る
魔
王
か
ら
統
治

者
を
し
め
す
印
で
あ
る
府
璽
を
受
け
取
る
こ
と
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
⽛
閻
浮
提
⽜

の
統
治
者
と
し
て
の
資
格
を
得
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら
⽝
訓

解
⽞
の
成
立
時
点
で
、
第
六
天
魔
王
譚
が
一
定
の
形
式
で
流
布
し
て
い
た
こ
と

が
示
唆
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
の
由
来
と
結
び
つ
い
て
い

た
か
ど
う
か
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。
彌
永
信
美
氏27
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
は
⽛
非
常
に
省
略
さ
れ
た
、
暗
示
的
な
形
で
表
現
さ

れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
神
話
を
他
の
ソ
ー
ス
か
ら
知
っ
て
い
る
者
に
し
か

理
解
さ
れ
な
い
よ
う
な
種
類
の
も
の
⽜
で
あ
り
、⽛
当
時
す
で
に
何
ら
か
の
異
伝

が
存
在
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
だ
ろ
う
。⽜
と
推
測
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

⽛
府
璽
を
魔
王
に
請
ひ
て
⽜
は
⽛
降
伏
の
神
力
を
施
し
て
⽜
と
続
く
。⽛
降
伏

の
神
力
⽜
と
は
、
魔
を
降
伏
す
る
た
め
の
力
の
こ
と
で
あ
る
。⽛
施
し
て
⽜
の
動

作
の
主
体
と
な
る
の
は
大
日
如
来
の
垂
迹
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
で
あ
り
、
ア
マ

テ
ラ
ス
が
魔
を
降
伏
す
る
力
を
何
者
か
に
⽛
施
し
⽜
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

仏
菩
薩
が
衆
生
に
、
何
に
対
し
て
も
畏
れ
を
抱
か
な
い
力
を
与
え
る
こ
と
を
施

無
畏
と
称
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば28
、
こ
こ
で
ア
マ
テ
ラ
ス
は
衆
生
に
対
し
て

⽛
降
伏
の
神
力
を
施
⽜
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
⽛
降
伏
⽜
と
い
う
語
は
、⽝
訓

解
⽞
中
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

祓
具
、
此
に
は
波
羅
閇
都
母
能
と
云
ふ
な
り
。
贖
物
は
散
米
・
幣
帛
・
金

銀
鉄
人
像
・
弓
箭
・
大
刀
・
小
刀
類
等
、
皆
是
悪
魔
降
伏
の
神
兵
の
具
な

り
。

⽛
祓
具
⽜
つ
ま
り
、
中
臣
祓
で
用
い
ら
れ
る
道
具
が
⽛
皆
是
悪
魔
降
伏
の
神
兵

の
具
⽜
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
中
臣
祓
に
⽛
悪
魔
降
伏
⽜
の
功
徳
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
第
六
天
魔
王
譚
で
ア
マ
テ
ラ
ス
が
衆
生
に⽛
降
伏
の
神
力
⽜

を
与
え
る
こ
と
は
、
中
臣
祓
に
⽛
悪
魔
降
伏
⽜
の
功
徳
が
あ
る
こ
と
と
結
び
つ

い
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、⽝
訓
解
⽞
が
中
臣
祓
に
破
魔
の
功
徳
が
あ
る
と
す
る
の
は
、⽛
祓
具
⽜

に
対
す
る
注
釈
だ
け
で
は
な
い
。

祓
、
此
を
神
代
の
上
に
は
、
逐
之
と
曰
ふ
、
是
を
波
羅
賦
と
云
ふ
、
云
々
。

其
の
実
を
考
へ
挍
ふ
る
に
、
智
恵
神
力
を
以
て
怨
敵
四
魔
を
破
す
。

⽛
逐
之
と
曰
ふ
、
是
を
波
羅
賦
と
云
ふ
⽜
は
⽝
中
世
神
道
論
⽞
の
頭
注
で
示
さ

れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
部
分
は
⽝
日
本
書
紀
⽞
神
代
上
第
七
段
・
一
書
第
二
の
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訓
注
に
⽛
逐
之
、
是
を
ば
波
羅
賦
と
云
ふ29
⽜
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
、

⽝
訓
解
⽞
は
⽛
祓
⽜
を
⽛
逐
之
⽜
と
書
く
こ
と
と
合
わ
せ
、⽛
祓
⽜
の
意
味
を
⽛
智

恵
神
力
を
以
て
怨
敵
四
魔
を
破
す
⽜
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
臣
祓

の
⽛
天
津
金
木
⽜
に
対
す
る
⽝
訓
解
⽞
の
注
釈
に
は
⽛
悪
魔
降
伏
の
金
輪
⽜
と

あ
り
、
中
臣
祓
の
⽛
繁
木
本
焼
鎌
敏
鎌
⽜
に
対
す
る
注
釈
に
は
⽛
十
魔
四
魔
の

大
軍
⽜
を
降
伏
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。⽝
訓
解
⽞
は
そ
の
本
文
中
で
何
度
も

中
臣
祓
に
破
魔
の
功
徳
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張

を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
第
六
天
魔
王
譚
の
⽛
降
伏
の
神
力
を
施
し
て
⽜

は
存
在
し
て
い
る30
。

こ
こ
ま
で
の
文
脈
を
踏
ま
え
、
末
尾
の
部
分
に
あ
ら
た
め
て
向
き
合
え
ば
、

こ
れ
も
仏
法
忌
避
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
中
臣
祓
の
解
釈
に
結
び
つ
い
た
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。⽛
外
に
は
仏
教
に
異
な
る
儀
式
を
顕
し
、
内
に
は
仏

法
を
護
る
神
兵
と
為
る
⽜
の
⽛
仏
教
に
異
な
る
儀
式
⽜
と
は
、
伊
勢
に
お
け
る

神
事
一
般
の
謂
い
で
は
な
く
、中
臣
祓
の
儀
礼
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、⽛
内
に
は
仏
法
を
護
る
神
兵
と
為
る
⽜
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
⽛
神
兵
⽜
と

い
う
語
は
⽝
訓
解
⽞
中
に
⽛
祓
具
⽜
に
対
し
て
⽛
皆
是
悪
魔
降
伏
の
神
兵
の
具
⽜

と
す
る
中
で
見
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、⽛
内
に
は
仏
法
を
護
る
神
兵
と
為
る
⽜
も

中
臣
祓
の
破
魔
の
功
徳
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。⽛
大
神
⽜

の
⽛
儀
式
⽜
で
あ
る
中
臣
祓
は
仏
教
の
も
の
と
は
異
な
る
が
、⽛
大
神
⽜
の
実
態

は
⽛
仏
法
を
護
る
神
兵
⽜
で
あ
り
、
そ
の
⽛
儀
式
⽜
の
目
的
も
仏
教
に
適
う
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、⽛
内
外
詞
異
な
る
と
雖
ど
も
、化
度
の
方
便
同
じ
⽜と
は
、

仏
教
（
内
）
と
神
道
（
外
）
で
は
用
い
ら
れ
る
⽛
詞
⽜
が
異
な
る
が
、
ど
ち
ら

も
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う

に
、
こ
こ
で
も
中
臣
祓
と
い
う
⽛
儀
式
⽜
と
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
⽛
詞
⽜
に

仏
教
的
な
功
徳
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
は
あ
く
ま
で
も
中
臣
祓
の
解
釈
に
結
び
つ
い
た

も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
特
に
中
臣
祓
の
破
魔
の
功
徳
が
そ
こ

で
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六
．
終
わ
り
に

第
六
天
魔
王
譚
の
現
在
確
認
さ
れ
る
最
古
の
例
で
あ
る
、⽝
訓
解
⽞
の
同
説
話

に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
本
論
で
は
先
行
研
究
で
は
看
過
さ

れ
て
い
た
⽝
訓
解
⽞
そ
の
も
の
の
文
脈
を
踏
ま
え
、
中
臣
祓
の
注
釈
書
で
あ
る

⽝
訓
解
⽞
の
中
で
同
説
話
が
持
っ
た
意
味
を
考
察
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、⽝
訓

解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
が
、
中
臣
祓
に
お
い
て
重
要
な
働
き
を
す
る
神
・
ア
マ

テ
ラ
ス
の
垂
迹
の
次
第
を
述
べ
る
こ
と
で
、
中
臣
祓
の
仏
教
的
な
功
徳
を
根
拠

付
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
な

伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
の
由
来
譚
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

⽝
訓
解
⽞
で
は
中
臣
祓
に
仏
教
的
な
功
徳
が
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
こ

の
点
に
関
わ
る
の
が⽝
訓
解
⽞に
見
ら
れ
る
梵
語
和
語
同
体
説31
で
あ
る
。⽝
訓
解
⽞

は
中
臣
祓
の
功
徳
を
列
挙
す
る
中
で
、
中
臣
祓
が
⽛
大
自
在
天
の
梵
言
⽜
で
あ

る
と
し
て
い
た
。
ま
た
、中
臣
祓
の
注
釈
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

已
上
天
益
人
従
り
、
速
佐
酒
良
比
咩
に
至
る
、
天
津
祝
詞
、
天
上
の
梵
語

の
言
な
り
。

⽛
天
益
人
⽜と⽛
速
佐
酒
良
比
咩
⽜は
中
臣
祓
に
登
場
す
る
単
語
で
あ
る
。⽛
已

上
天
益
人
従
り
、
速
佐
酒
良
比
咩
に
至
る
⽜
は
、
中
臣
祓
の
⽛
天
益
人
⽜
か
ら

⽛
速
佐
酒
良
比
咩
⽜
に
至
る
ま
で
の
部
分
を
指
し
て
い
る
。
中
臣
祓
の
こ
の
部
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分
と
い
う
の
は
、⽛
天
益
人
⽜（
人
民
）
が
犯
し
た
様
々
な
罪
を
、⽛
速
佐
酒
良
比

咩
⽜
を
始
め
と
す
る
神
々
が
消
滅
す
る
と
い
う
、
中
臣
祓
の
中
核
と
も
言
え
る

部
分
で
あ
る
。⽝
訓
解
⽞
は
こ
の
部
分
が
⽛
天
津
祝
詞
⽜（
天
上
の
祝
詞
）
で
あ

り
、⽛
天
上
の
梵
語
の
言
⽜
で
あ
る
と
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、⽝
訓
解
⽞
は
中
臣
祓
が
日
本
に
起
源
を
持
つ
に
も
関
わ
ら
ず
、
天
竺

の
言
葉
で
あ
る
梵
語
と
一
致
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る32
。
天
竺
と
は
仏
教
の

発
祥
地
で
あ
り
、
仏
教
的
な
世
界
像
に
お
け
る
中
心
で
あ
る
。
古
来
よ
り
持
ち

伝
え
ら
れ
て
き
た
祝
詞
で
あ
る
中
臣
祓
が
梵
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
臣

祓
が
そ
の
ま
ま
で
仏
教
的
な
世
界
像
の
中
で
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
た
中
臣
祓
の
解
釈
を
支
え
る
の
が
、⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
で
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。⽝
訓
解
⽞
の
同
説
話
に
よ
っ
て
、
日
本
と
は
大
日
如
来
が
垂
迹

し
た
仏
法
流
布
の
勝
地
で
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
は
慈
悲
に
も
と
づ
く
大
日
如

来
の
方
便
で
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
た
。
日
本
と
い
う
地
、
そ
し
て
ア
マ
テ
ラ

ス
を
始
め
と
す
る
神
々
が
、
仏
教
的
な
世
界
像
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
道
の
祝
詞
で
あ
る
中
臣
祓
は
そ
の
起
源
を

日
本
に
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
ま
ま
で
仏
教
的
な
功
徳
を
持
つ
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
中
臣
祓
を
持
ち
伝
え
、
神
道
を
奉
じ
て
来
た
日
本
の

人
々
を
、
仏
教
的
な
世
界
像
と
い
う
普
遍
性
を
持
っ
た
世
界
の
中
に
位
置
づ
け

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

以
上
、
本
論
で
は
⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
第

二
節
で
言
及
し
た
よ
う
に
、⽝
訓
解
⽞
は
そ
の
後
の
中
世
神
道
を
準
備
し
た
テ
キ

ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、⽝
訓
解
⽞
全
体
の
主
題
が
ど
こ
に
あ

る
の
か
と
い
う
点
は
未
だ
十
分
に
説
明
に
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
本
論
で
明
か

に
な
っ
た
⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
、⽝
訓
解
⽞
全
体

の
主
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

注

⚑

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
二
⽝
沙
石
集
⽞（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）
に

よ
る
。
な
お
、
本
論
の
引
用
は
元
の
表
記
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
通
行
の
字

体
に
改
め
た
。

⚒

伊
藤
聡
⽝
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
⽞（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
）
が
ア

マ
テ
ラ
ス
と
大
日
如
来
の
習
合
（
第
一
部
⽛
天
照
太
神
と
大
日
如
来
の
習

合

―
中
世
に
お
け
る
神
祇
と
密
教
⽜
第
二
部
⽛
変
容
す
る
天
照
大
神

―
同
体
説
の
諸
相
⽜）
と
、
伊
勢
神
宮
へ
の
僧
侶
の
参
詣
（
第
五
部
⽛
天

照
大
神
信
仰
と
僧
徒

―
そ
の
言
説
形
成
を
担
っ
た
人
々
⽜）
に
つ
い
て

詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

⚓

国
訳
一
切
経

印
度
撰
述
部

本
縁
部
四
⽝
過
去
現
在
因
果
経
・
衆
許
摩

訶
帝
経
・
佛
所
行
讃
⽞（
大
東
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

⚔

第
六
天
魔
王
譚
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
、
彌
永
信
美
⽛
第
六
天
魔
王
と
中

世
日
本
の
創
造
神
話
（
上
）（
中
）（
下
）⽜（⽝
弘
前
大
学
国
史
研
究
⽞
一
〇

四
・
一
〇
五
・
一
〇
六
、
一
九
九
八
年
三
月
、
同
年
一
〇
月
、
九
九
年
三

月
）
が
詳
し
い
。
特
に
（
下
）
の
⽛［
付
録
］
第
六
天
魔
王
神
話
の
各
種
の

異
伝
⽜
は
第
六
天
魔
王
譚
を
含
む
テ
キ
ス
ト
の
一
覧
と
な
っ
て
い
る
。

⚕

伊
藤
正
義
⽛
中
世
日
本
紀
の
輪
郭

―
太
平
記
に
お
け
る
卜
部
兼
員
説

を
め
ぐ
っ
て
⽜（⽝
文
学
⽞
四
〇
─
一
〇
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
）。

⚖

第
六
天
魔
王
譚
に
つ
い
て
は
、
注
⚔
彌
永
論
文
を
始
め
と
し
て
多
く
の
先

行
研
究
が
存
在
す
る
。
阿
部
泰
郎
⽛
魔
王
と
の
契
約

―
第
六
天
魔
王
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神
話
の
文
脈

―
⽜（
武
久
堅
監
修
⽝
中
世
軍
記
の
展
望
台
⽞
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
六
年
）、
伊
藤
聡
⽛
第
六
天
魔
王
譚
の
成
立

―
国
土
創
成
神
話

の
中
世
的
変
奏
⽜（⽝
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
⽞
法
蔵
館
、
二
〇
一
一

年
。
初
出
⽝
日
本
文
学
⽞
四
四
─
七
、
一
九
九
五
年
七
月
）、
同
⽛
中
世
神

話
の
展
開

―
中
世
後
期
の
第
六
天
魔
王
譚
を
巡
っ
て
⽜（
前
掲
⽝
中
世

天
照
大
神
信
仰
の
研
究
⽞。
初
出
⽝
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
⽞
六
三
─
三
、
一

九
九
八
年
三
月
）、
同
⽛
中
世
に
お
け
る
古
代
神
話
の
継
承
と
変
容
⽜（⽝
神

道
の
形
成
と
中
世
神
話
⽞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）、
片
岡
了
⽛
第
六

天
魔
王
の
説
話
⽜（⽝
沙
石
集
の
構
造
⽞
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
。
初
出
⽝
文

芸
論
叢
⽞
四
四
、
一
九
九
五
年
三
月
）、
金
沢
英
之
⽛
中
世
に
お
け
る
ア
マ

テ
ラ
ス

―
世
界
観
の
組
み
か
え
と
神
話
の
変
容
⽜（⽝
宣
長
と⽝
三
大
考
⽞

―
近
世
日
本
の
神
話
的
世
界
像
⽞笠
間
書
院
、二
〇
〇
五
年
。
初
出⽝
国

語
国
文
⽞
六
七
─
五
、
一
九
九
八
年
五
月
）、
芹
澤
寛
隆
⽛
日
蓮
遺
文
の
真

偽
：
説
話
の
内
容
を
軸
と
し
て
⽜（⽝
宗
教
研
究
⽞
八
九
─
三
、
二
〇
一
五

年
一
二
月
）、
藤
巻
和
弘
⽛⽝
長
谷
寺
縁
起
文
⽞
天
照
大
神
・
春
日
明
神
誓

約
譚
を
め
ぐ
っ
て

―
第
六
天
魔
王
の
登
場
と
⽝
長
谷
寺
密
奏
記
⽞
と
の

照
応

―
⽜（⽝
国
文
学
研
究
⽞
一
二
七
、
一
九
九
九
年
三
月
）
等
を
参
照
。

⚗

岡
田
荘
司
⽛⽝
中
臣
秡
訓
解
⽞
及
び
⽝
記
解
⽞
の
伝
本
⽜（⽝
神
道
及
び
神
道

史
⽞
二
七
、
一
九
七
六
年
四
月
）、
同
⽛
中
世
初
期
神
道
思
想
の
形
成

―

⽝
中
臣
祓
訓
解
⽞・⽝
記
解
⽞
を
中
心
に
⽜（⽝
日
本
思
想
史
学
⽞
一
〇
、
一
九

七
八
年
九
月
）、
同
⽛
両
部
神
道
の
成
立
期
⽜（
安
津
素
彦
博
士
古
稀
祝
賀

会
編
⽝
神
道
思
想
史
研
究
⽞
同
祝
賀
会
、
一
九
八
三
年
）、
神
道
大
系
古
典

註
釈
編
八
⽝
中
臣
祓
註
釈
⽞（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
五
年
）
の
解
題

（
岡
田
荘
司
氏
に
よ
る
）
を
参
照
。

⚘

以
下
、
中
臣
祓
の
基
本
情
報
に
つ
い
て
は
神
道
大
系
古
典
註
釈
編
八
⽝
中

臣
祓
註
釈
⽞（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
五
年
）
の
解
題
を
参
照
。

⚙

神
道
大
系
古
典
註
釈
編
六
⽝
祝
詞
・
宣
命
註
釈
⽞（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一

九
七
八
年
）
に
よ
る
。

10

以
下
、
中
臣
祓
の
引
用
は
新
訂
増
補
國
史
大
系
⽝
朝
野
群
載
⽞
所
収
の
⽛
中

臣
祭
文
⽜
に
よ
る
。

11

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
⽝
和
泉
式
部
日
記

紫
式
部
日
記

更
級
日
記

讃
岐
典
侍
日
記
⽞（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

12

岡
田
荘
司
⽛
中
臣
祓
信
仰
に
つ
い
て
⽜（⽝
神
道
古
典
研
究
⽞
一
〇
、
一
九

八
九
年
二
月
）、伊
藤
聡⽛
神
祇
信
仰
の
場
と⽛
文
⽜
―
中
臣
祓
の
変
容
⽜

（
中
公
選
書
⽝
神
道
の
中
世
⽞
中
央
公
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）、
斎
藤
英
喜

⽛
い
ざ
な
ぎ
流
の
神
々

―
呪
詛
神
と
式
王
子
を
め
ぐ
っ
て
⽜（⽝
増
補

陰
陽
道
の
神
々
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

13

注
12
、
岡
田
、
伊
藤
、
斎
藤
論
文
。
桜
井
好
朗
⽛
六
字
河
臨
法
の
世
界
⽜

（⽝
日
本
文
学
⽞
四
四
─
七
、
一
九
九
五
年
七
月
）
な
ど
。

14
⽝
大
正
新
脩
大
蔵
経

図
像
部
⽞
九
巻
一
六
九
頁
ａ
に
よ
る
。

15

本
論
に
お
け
る⽝
中
臣
祓
訓
解
⽞の
引
用
は
神
道
大
系
古
典
註
釈
編
八⽝
中

臣
祓
註
釈
⽞（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
五
年
）
所
収
の
⽛
中
臣
祓
訓
解
⽜

に
よ
り
、
私
に
書
き
下
し
た
。
書
き
下
し
に
あ
た
っ
て
同
⽝
中
臣
祓
註
釈
⽞

所
収
の
⽝
訓
解
⽞
の
異
本
⽛
中
臣
祓
記
解
⽜（
以
下
、⽝
記
解
⽞。
本
論
の
⽝
記

解
⽞
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
）、
日
本
思
想
大
系
一
九
⽝
中
世
神
道
論
⽞（
岩

波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
所
収
の
⽛
中
臣
祓
訓
解
⽜
を
参
照
し
た
。

16

久
保
田
収
⽝
中
世
神
道
の
研
究
⽞（
神
道
史
学
会
、
一
九
五
九
年
）。

17

神
道
大
系
古
典
註
釈
編
八
⽝
中
臣
祓
註
釈
⽞（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
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五
年
）
所
収
の
⽛
中
臣
祓
訓
解
⽜
で
は
⽛
所
為以
ニ

⽜
と
あ
り
、
同
⽝
中
臣
祓

註
釈
⽞
所
収
の
⽝
訓
解
⽞
の
異
本
⽝
記
解
⽞
で
は
⽛
所

為

ユ
ヘ
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
ハ

⽜
と
す
る
。

日
本
思
想
大
系
⽝
中
世
神
道
論
⽞
で
は
⽛
所
以
に
⽜
と
書
き
下
し
て
い
る

が
、
本
論
で
は
前
後
の
文
脈
を
踏
ま
え
、⽝
記
解
⽞
を
参
考
に
⽛
所
為
は
⽜

と
書
き
下
し
た
。
前
後
の
文
脈
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
改
め
て
触
れ
る
。

18

日
本
思
想
大
系
一
九
⽝
中
世
神
道
論
⽞（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
頭
注
。

19

日
本
古
典
文
学
大
系
七
一
⽝
三
教
指
帰
・
性
霊
集
⽞（
岩
波
書
店
、
一
九
六

五
年
）
に
よ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
句
読
点
を
改
め
た
。

20
⽝
訓
解
⽞
の
原
文
で
は
⽛
諄
解
⽜
と
な
っ
て
い
る
が
、⽝
記
解
⽞
で
は
⽛
諄

辞
⽜
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
⽝
日
本
書
紀
⽞
神
代
上
第
七
段
・
一

書
第
三
の
⽛
乃
ち
天
児
屋
命
を
し
て
、
其
の
解
除
の
太
諄
辞
を
掌
り
て
宣

ら
し
む
⽜（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

⽛
諄
辞
⽜
が
適
切
で
あ
る
と
し
て
改
め
た
。

21
⽝
延
喜
式
⽞
所
載
の
六
月
晦
大
祓
の
祝
詞
で
は
⽛
天
津
祝
詞
太
祝
詞
事
⽜
と

さ
れ
て
い
る
。
神
道
大
系
古
典
註
釈
編
八
⽝
中
臣
祓
註
釈
⽞（
神
道
大
系
編

纂
会
、
一
九
八
五
年
）
の
、
六
月
晦
大
祓
の
祝
詞
と
中
臣
祓
の
諸
本
の
校

異
に
よ
る
と
こ
の
部
分
に
は
様
々
な
異
同
が
存
在
し
、
そ
の
中
に
⽝
訓
解
⽞

と
同
じ
く
⽛
天
津
祝
乃
太
祝
詞
⽜（⽝
中
臣
祓
注
抄
⽞
第
三
部
の
中
臣
祓
）
と

す
る
も
の
が
存
在
す
る
。

22
⽝
大
正
新
脩
大
蔵
経
⽞
三
九
巻
（
N
o.1796）
五
八
〇
頁
ｂ
に
よ
る
。

23

注
22
同
六
〇
三
頁
ａ
に
よ
る
。

24

佐
藤
眞
人
⽛
貞
慶
⽝
神
祇
講
式
⽞
と
中
世
神
道
説
⽜（⽝
東
洋
の
思
想
と
宗

教
⽞
一
八
、
二
〇
〇
一
年
）。
な
お
、
榎
本
純
一
⽛⽝
神
道
集
⽞
と
神
道
思

想
⽜（⽝
論
究
日
本
文
學
⽞
四
五
、
一
九
八
二
年
五
月
）
や
、
注
⚖
前
掲
、

伊
藤
聡
⽛
第
六
天
魔
王
譚
の
成
立

―
国
土
創
成
神
話
の
中
世
的
変
奏
⽜

も
同
様
に
、⽝
訓
解
⽞
の
第
六
天
魔
王
譚
を
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
に
関
わ

る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
佐
藤
氏
が
第
六
天
魔
王
譚
の

主
題
を
伊
勢
神
宮
の
仏
法
忌
避
（
三
宝
忌
避
）
を
説
く
こ
と
に
あ
る
と
主

張
し
た
の
に
対
し
て
、
伊
藤
氏
は
⽛
魔
王
か
ら
大
日
如
来
＝
天
照
大
神
へ

の
譲
国
を
説
く
こ
と
に
主
眼
⽜
が
あ
る
と
し
た
。
そ
の
際
、
最
古
の
第
六

天
魔
王
譚
で
あ
る
⽝
訓
解
⽞
の
同
説
話
が
、⽛
三
宝
忌
避
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
こ
と
は
明
白
⽜（
佐
藤
氏
）
な
の
か
、
あ
く
ま
で
⽛
三
宝
忌
避
を
匂
わ

せ
て
は
い
る
⽜（
伊
藤
氏
）
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
か
、
と
い
う
点
が
重
要
な

論
点
と
な
っ
て
い
た
。

25

日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成

第
二
六
巻
⽝
寺
社
縁
起
⽞（
三
一
出
版
、
一
九

八
三
年
）
に
よ
る
。

26

注
⚖
前
掲
、
伊
藤
聡
⽛
第
六
天
魔
王
譚
の
成
立

―
国
土
創
成
神
話
の
中

世
的
変
奏
⽜。

27

注
⚔
彌
永
論
文
（
中
）。

28
⽛
施
無
畏
⽜
に
つ
い
て
は
⽝
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版
⽞（
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
二
年
）
を
参
照
。

29
⽝
日
本
書
紀
（
一
）⽞（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

30

ア
マ
テ
ラ
ス
が
魔
王
か
ら
府
璽
を
請
い
受
け
る
こ
と
と
、
衆
生
に
魔
を
降

伏
す
る
神
力
を
施
す
こ
と
は
、
魔
に
対
す
る
態
度
と
し
て
矛
盾
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
捉
え
る
必
要
は
な
い
。
注
⚔
彌
永
論

文
（
下
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
⽛
密
教
の
降
伏
思
想
に
は
、
降
伏
す
る
尊

格
と
降
伏
さ
れ
る
神
、
ま
た
は
悪
鬼
な
ど
が
基
本
的
に
⽛
同
質
⽜
の
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
仏
教
的
、
出
世
間
的
な
⽛
大
貪
⽜
が
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世
間
的
な
⽛
貪
⽜
を
〔
中
略
〕
降
伏
す
る
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
（
密
教

の
⽛
等
流
身
⽜
は
そ
う
し
た
思
想
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
）。
第
六
天
魔

王
の
神
話
に
も
、
当
然
、
同
様
の
思
想
が
前
提
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
⽜
の
で
あ
る
。
魔
に
対
す
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
両
面
性
も
、
そ

う
し
た
背
景
の
も
と
に
理
解
さ
れ
る
。

31

梵
語
和
語
同
体
説
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
聡
⽛
梵
漢
和
語
同
一
観
の
成
立
基

盤
⽜（⽝
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
⽞
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
。
初
出
、

院
政
期
文
化
研
究
会
編
⽝
院
政
期
文
化
論
集
第
⚑
巻

権
力
と
文
化
⽞
森

話
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
彌
永
信
美
⽛
は
る
か
な
る
悉
曇
文
字
⽜（⽝
現
代
思

想
⽞
一
一
─
九
、
一
九
八
三
年
九
月
）、
小
川
豊
生
⽛
幻
想
の
悉
曇
⽜（⽝
中

世
日
本
の
神
話
・
文
字
・
身
体
⽞
森
話
社
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。

32

中
臣
祓
と
梵
語
（
天
竺
）
を
結
び
つ
け
る
同
種
の
説
と
し
て
中
臣
祓
翻
訳

説
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
中
臣
祓
が
日
本
古
来
の
祝
詞
で
は
な
く
、
梵

語
・
漢
語
か
ら
和
語
に
翻
訳
さ
れ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
臣
祓

の
起
源
を
唐
や
天
竺
に
擬
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
法
東
漸
の
歴
史
観
の
中

で
、
中
臣
祓
の
仏
教
的
な
功
徳
を
根
拠
付
け
る
説
で
あ
る
。
中
臣
祓
翻
訳

説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
聡
⽛
中
世
に
お
け
る
祝
詞
と
和
歌
の
習
合
⽜

（⽝
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
⽞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）、
お
よ
び
注

12
伊
藤
論
文
を
参
照
。

（
お
だ
じ
ま

り
ょ
う
・
北
海
道
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


